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１ 計画作成の趣旨 

天草市では、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通安全対

策基本法に基づき、官民一体となり交通安全対策を推進してきました。 

  天草市が目指すまちづくりの基本理念「人が輝き 活力あふれる 日本の宝島 

“天草”」を実現していくためにも、引き続き人命尊重の理念のもとに、交通事

故のない安全で安心な天草市を目指して、交通社会を取り巻く情勢はもとより、

本市における交通事故の特徴に対応した適切かつ効果的な諸施策を講じていく

必要があります。 

  本計画は、このような観点に立ち、本市における交通安全に関する施策の大綱

とするとともに、これを市民の理解と協力のもと、市・県・警察及び関係機関・

団体等が緊密な連携を図り、強力に推進するため作成するものです。 

２ 計画の性格及び期間 

（１）性格 

この計画は、天草市交通安全対策会議が、交通安全対策基本法第 26 条第 1

項を根拠に作成するものです。 

・国の「第 11 次交通安全基本計画」及び県の「第 11 次熊本県交通安全計画」

に基づいています。 

・天草市の区域内における陸上交通（道路交通）の安全に関する施策の大綱

となるものです。 

本計画の施策については、「天草市総合計画」をはじめとする、様々な関連計

画や条例との整合性を図りながら、推進していくものとします。 

（２）期間 

この計画の期間は、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間です。 

計 画 の 趣 旨 
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 道路交通の安全

２ 天草市交通安全計画における目標 

令和 7 年までに 

◆ 24 時間交通事故死者数  0 人 

◆ 交通事故重傷者数   8 人以下 

   にすることを目指します。 

※交通事故における「死者」とは、交通事故発生から 24 時間以内に 

亡くなった場合をいう。 

３ 道路交通の安全についての対策 

１ 道路交通事故のない天草市を目指して 

人命尊重の理念に基づき、究極的には、交通事故のない社会を目指していく。 

本市では、特に歩行者保護の啓発に重点的に取り組むことにより、交通死亡事故の

抑止を図っていきます。併せて、死者数の減少にもつながる重傷事故抑止に向けた取

り組みを推進していきます。 

＜視点＞ 

１ 対策の最重点 

歩行者の安全確保 

２ 対策の重点 

（１）高齢者及び子供の交通安全の確保 

（２）自転車の安全利用の推進 

（３）シートベルトの全席着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

（４）飲酒運転等の危険運転の根絶 

（５）交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

（６）地域が一体となった交通安全対策の推進 

（７）先端技術の活用推進 

＜６つの柱＞ 

① 道路交通環境の整備   ④ 道路交通秩序の維持 

② 交通安全思想の普及徹底 ⑤ 救助・救急活動の充実 

③ 安全運転の確保     ⑥ 被害者支援の推進 
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第１節 道路交通事故の現状 

１ 道路交通事故の推移 

本市の過去 20 年間における交通事故による死者数（24 時間以内）は、平成 16

年を除き一桁台ではあるものの、依然として痛ましい事故が発生している状況で

す。また、事故発生件数については、平成 16 年の 381 件をピークに減少が続い

ており、令和 2 年は 60 件となっています。 

◎交通事故発生の推移 

熊本県警察交通要覧より 

２ 道路交通事故等の特徴と課題 

（１）高齢者（65 歳以上）の事故の割合が増加 

本市の交通事故における高齢者負傷者数は、全負傷者数の減少に併せ減少傾

向にあるものの、高齢者死者数は非常に高い割合を占めながら、増減を繰り返

している状況です。交通事故発生件数における高齢者の割合は、平成 30 年の

26.73％から令和 2 年の 38.33％と急激に増加しており、高齢者の交通安全の確

保は、本市における交通安全対策の最重要課題といえます。 

交通事故発生件数等における高齢者の割合

H28 H29 H30 R1 R2

天草市 (件) 112 105 101 66 60

うち高齢者 (件) 42 30 27 21 23

高齢率 (％) 37.50 28.57 26.73 31.82 38.33

天草市 (人) 2 5 4 0 1

うち高齢者 (人) 1 3 4 0 1

高齢率 (％) 50.00 60.00 100.00 0.00 100.00

天草市 (人) 138 142 139 84 72

うち高齢者 (人) 43 32 39 25 22

高齢率 (％) 26.81 22.54 25.90 26.19 29.17

天草市 (人) 53,038 52,551 51,953 51,335 50,691

うち高齢者 (人) 14,904 15,546 16,109 16,584 17,134

高齢率 (％) 28.10 29.58 31.01 32.31 33.80

熊本県警察交通要覧より

発生件数

死者数

負傷者数

免許人口

第１章 道路交通の安全についての目標
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（２）状態別の死傷者数の推移 

本市の交通事故死傷者を状態別にみると、負傷者は 4 輪乗車中が約 7 割を占

めていますが、死者数については、4 輪乗車中の事故と歩行中の事故が約 5 割

ずつを占めています。このことから、運転者には歩行者優先の意識徹底を、歩

行者には自らの安全を守るため交通ルール遵守の徹底が必要です。 

（３）交通事故における重傷者数の推移 

近年、先端技術や救急医療の発展等により交通事故の被害が軽減し、従来で

あれば死亡事故に至るような場合であっても、重傷に留まる事故も少なくあり

ません。このため、日常生活に影響が残るような重傷事故を減らすことに着目

する必要があります。

（４）人身事故と物件事故発生件数の推移 

人身事故は平成 16 年から減少傾向にあり、その要因として、セーフティサ

ポートカーの普及、飲酒運転等悪質違反の厳罰化等が考えられます。 

物件事故は高止まりのまま推移しています。物件事故の約 4 割が、ショッピ

ングセンター等の駐車場内での事故です。物件事故は、少しの差で人身事故に

なりかねないことから、物件事故そのものの発生を防止することが重大な事故

防止に繋がると考えます。

天草警察署・牛深警察署交通統計より 

状態別の死傷者数 単位：人

負傷者 死者 負傷者 死者 負傷者 死者 負傷者 死者 負傷者 死者

138 2 142 5 139 4 84 0 72 1

98 2 108 2 107 2 58 0 52 0

16 0 7 1 9 0 8 0 4 0

9 0 9 0 10 0 7 0 7 0

15 0 18 2 13 2 11 0 9 1

熊本県警察交通要覧より

　内歩行中

全死傷者数

H28 H29 H30

　内4輪乗車中

R1 R2

　内自動2輪乗車中

　内自転車乗車中

交通事故負傷者数、重傷者数、死者数 単位：人

H28 H29 H30 R1 R2

負傷者数 138 142 139 84 72

重傷者数 32 30 16 16 10

死者数 2 5 4 0 1

熊本県警察交通要覧より
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３ 飲酒運転の現況 

飲酒運転については、平成 18 年 8 月に発生した、福岡県の「海の中道大橋」

における交通死亡事故を契機として社会問題化し、道路交通法の改正により、

平成 19 年には飲酒運転の厳罰化、平成 21 年には行政処分の強化が図られまし

た。 

これにより、県内の飲酒運転及び飲酒運転に伴う交通事故は平成 19 年こそ

大きく減少したものの、その後は増減を繰返し横ばいで推移しています。 

本市においても、検挙数はほぼ横ばいで推移しています。重大事故を引き起

こす要因である飲酒運転の根絶に向けた取り組みを、引き続き講じていく必要

があります。 

第 11 次熊本県交通安全計画より 

飲酒運転による交通事故発生件数は、原付以上の第 1 当事者によるもの 
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飲酒運転による交通事故件数及び検挙件数（熊本県）

飲酒運転検挙件数 交通死傷事故発生件数

○飲酒運転による交通事故件数及び検挙件数 単位：件

事故数 検挙数 事故数 検挙数 事故数 検挙数 事故数 検挙数 事故数 検挙数 事故数 検挙数

熊本県 64 568 69 664 53 579 54 583 44 601 30 427

天草市 24 27 19 20 27 23

天草警察署・牛深警察署交通統計より

飲酒運転による交通事故件数は、原付以上の第1当事者によるもの

R1H29 H30H27 H28 R2
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第２節 天草市交通安全計画における目標 

令和 7 年までに 

◆ 24 時間交通事故死者数  0 人     

◆ 交通事故重傷者数  8 人以下 

にすることを目指します。 

（参考）熊本県交通安全計画における目標 

熊本県【数値目標】 

24 時間交通事故死者数  40 人以下  

交通事故重傷者数  370 人以下 

本計画における最優先の目標である 24 時間交通事故死者数 0 人は、令和元年に

達成することが出来ましたが、継続して達成できるよう引き続き、令和 7 年までに

死者数 0 人を目標に掲げます。 

また、重傷者が発生する事故防止への取り組みが、死者数の減少に繋がることか

ら、本計画においては、事故そのものの減少や重傷者数の減少にも一層積極的に取

り組み、令和 7 年までに年間の重傷者数を 8 人以下とすることを目指します。（熊

本県の過去 5 年間の重傷者数の平均減少率を、令和 7 年まで本市の重傷者数に乗じ

目標重傷者数として算出しています。） 

交通事故による死傷者数は全国的に減少傾向を続けており、本市においても減少

傾向となっていますが、高齢者が起因する事故は高止まりの状態です。今後さらに、

交通死亡事故の当事者となる比率が高い高齢者人口及び高齢者免許保有率が増加

することからも、本市の目標は高いレベルではありますが、究極の目標である「交

通事故のない安全で安心な社会」を実現するため、県や警察、関係機関・団体と一

体となり、かつ、市民の理解と協力の下、交通安全諸施策を総合的かつ強力に推進

します。
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第１節 対策の視点と６つの柱 

近年、本市の交通事故発生件数と負傷者数については減少傾向にあることか

ら、これまでの対策の効果があったものと考えられます。 

   しかし、65 歳以上の高齢者の交通事故死傷者数は、全体の約半数を占めて

おり、その割合は数年変化していません。今後も、更に高齢者人口は増加し、

高齢運転免許保有者も増加することが見込まれることから、歩行者・運転者の

両面から高齢者の交通安全の確保が重要となってきます。 

   また、スマートフォン等の普及に伴い、歩行中、自転車乗車中の操作及び画

面注視等による危険性も指摘されています。 

   このため、社会情勢や交通情勢の変化に即した交通安全対策を講じるととも

に、本市で実際に発生した交通事故の特徴と課題の分析を行い、より効果的で

有効性が見込まれる新たな交通安全対策の推進を図ります。 

１ 対策の視点

（１）対策の最重点 

歩行者の安全確保 

人優先の交通安全思想のもと、歩行者優先に向けた意識改革や交通環境の整

備等により、歩行者の安全を確保することが本計画の最重要課題といえます。 

熊本県では信号機のない横断歩道において 7割以上の車が一時停止しないな

ど、歩行者優先の徹底には程遠い状況です。交通事故死傷者数をさらに減少さ

せるためには、改めて「歩行者優先」について市民の意識改革を図り、歩行者

の安全を確保することが必要不可欠です。 

横断歩行者が被害に遭う交通事故を減少させるため、運転者には横断歩道に

関する交通ルールの再認識と歩行者優先の徹底を周知するなど、運転者として

の意識向上を図ります。 

一方、本市においては、横断歩道のない場所を横断中の歩行者がはねられる

交通事故並びに交通死亡事故が多数発生しています。 

そのため、歩行者に対しては、「横断歩道を渡ること」「信号機のあるところ

では信号機に従うこと」といった交通ルールの周知を図るとともに、歩行者が

自らの安全を守るため「夕暮れ時や夜間においては反射材を着用すること」と

いった交通安全教育を推進します。 

また、子供が日常的に移動する通学路、生活道路及び市街地の幹線道路にお

いて、横断歩道の適切な管理、歩道の整備を始め、安全で安心な歩行空間の確

保を図る対策を推進します。 

第２章 道路交通の安全についての対策 
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（２） 対策の重点 

ア．高齢者及び子供の交通安全の確保 

本市は、交通死亡事故に占める高齢者の割合が極めて高いこと、また、今後

も更に高齢化率が上昇し、運転免許証保持者における高齢者の割合が増加する

ことを踏まえると、高齢者が安全に安心して生活できる交通社会の形成に取り

組んでいかなければなりません。 

高齢者の交通手段は、歩行や自転車等を利用する場合と、自動車等を利用す

る場合がありますが、歩行者や自転車等の利用者が交通事故の被害者とならな

いよう、また、自動車運転者として加害者とならないよう、高齢者事故の特徴

に応じた対策を強化することが重要です。 

なお、子供の交通事故死傷者数については減少傾向にありますが、安心して

子供を産み、育てることができる社会を実現するためには、次世代を担う子供

を守るという観点から、防犯対策も踏まえた交通安全対策が一層求められます。 

   そのためにも、子供が日常的に移動する生活道路や通学路等において、歩道

や歩行空間の整備を積極的に推進する必要があります。 

イ．自転車の安全利用の推進 

熊本県では平成 27 年 4 月に「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関

する条例」を制定し、令和 3 年には条例の一部改正を行い、自転車利用者等は、

自転車損害賠償保険等の加入が義務付けられることになりました。また、平成

≪主な取り組み≫ 

○ 子供や高齢者が安心して通行できる道路空間の確保 

○ 交通指導員、交通安全協会員、ＰＴＡ等による通学時間帯における早朝街頭指導 

○ 通学路安全対策協議会による「通学路交通安全プログラム」等に基づく定期的な 

合同点検並びに児童生徒の安全確保 

○ 新入学児童・生徒への交通安全用品（黄色い帽子、反射タスキ等）の配布 

○ 幼児から高齢者に至るまでの段階的な交通安全教育の推進 

○ 参加、体験、実践型の交通安全教育の推進と反射材用品の普及 

○ 「横断歩道 止まって渡す『思いやり』キャンペーン」、「ひのくにピカピカ運動」、 

「バックで駐車運動」の周知啓発 

○ 運転免許証の自主返納の促進と支援 

○ ゾーン３０の整備 

≪主な取り組み≫ 

○ 子供や高齢者が安心して通行できる道路空間の確保 

○ 通学路安全対策協議会による「通学路交通安全プログラム」等に基づく定期的な 

合同点検並びに児童生徒の安全確保 

○ ユニバーサルデザインに配慮した歩道等の整備 

○ 幼児から高齢者に至るまでの段階的な交通安全教育の推進 

○ 参加、体験、実践型の交通安全教育の推進と反射材用品の普及 

○ 「横断歩道 止まって渡す『思いやり』キャンペーン」、「ひのくにピカピカ運動」の 

周知啓発 

○ ゾーン３０の整備 



- 9 - 

27 年 6 月から改正道路交通法の施行により、危険な交通違反を繰り返した自

転車利用者に対する「自転車運転者講習制度」が導入されています。 

自転車利用者が自転車の交通ルールに関する理解が不十分なことを背景と

した交通ルールやマナー違反行為、自転車乗用中におけるスマートフォンの操

作による危険行為も指摘されていることから、自転車利用者のマナーの向上と、

正しい交通ルールを身につけさせるために、地域や学校において交通安全教育

等の充実を図る必要があります。 

ウ．シートベルトの全席着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底 

後部座席を含むすべての座席におけるシートベルトの着用と、チャイルドシ

ートの正しい使用の徹底を図るために、あらゆる機会・媒体を通じて、着用効

果や正しい着用についての認識を広める交通安全教育・意識啓発を推進します。 

エ．飲酒運転等の危険運転の根絶 

飲酒運転や、令和 2 年 6 月に施行された道路交通法の一部改正により罰則が

創設された妨害運転（いわゆる「あおり運転」）等の危険運転の根絶を図るた

め、警察、関係機関・団体とともに市民総ぐるみの啓発活動を引き続き推進し

ます。 

≪主な取り組み≫ 

○ 自転車利用者の安全通行の確保 

○ 幼児から高齢者に至るまでの段階的な交通安全教育の推進 

○ 自転車運転者講習制度の適切な運用 

○ 「自転車安全利用五則」の周知啓発 

○ 参加、体験、実践型の交通安全教育の推進 

○ 「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の周知徹底 

○ 損害賠償保険等への加入促進 

≪主な取り組み≫ 

○ 飲酒運転・妨害運転など危険運転の根絶キャンペーン等の実施 

○ 酒類製造、販売、提供業界等と連携したハンドルキーパー運動の推進 

○ 自動車運送事業者及び安全運転管理者等協議会加盟事業所におけるアルコール検知器

の確実な使用 

○ 飲酒運転・妨害運転など危険運転の取り締まりの強化 

≪主な取り組み≫ 

○ シートベルトの着用効果、正しい着用方法及び全席着用に関する啓発活動の推進 

○ 幼稚園・保育園・病院等と連携した保護者に対する啓発活動の推進 

○ 参加・体験・実践型の交通安全教育の推進 

○ チャイルドシート貸し出し時における正しい着用方法の啓発 

○ シートベルト及びチャイルドシート着用義務違反に対する指導取締りの強化 
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オ．交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

これまで、総合的な交通安全対策の実施により交通事故を大幅に減少させる

ことができたところですが、漫然運転や運転操作の誤り等の安全運転義務違反

に起因する事故は依然として多く、近年、相対的にその割合は高くなっていま

す。 

このため、これまでの対策では抑止が困難である交通事故について、当該交

通事故の発生地域、場所、形態等を詳細な情報に基づき分析し、よりきめ細か

な対策を効果的かつ効率的に実施していくことにより、引き続きその減少を図

っていきます。 

また、第 11 次計画期間中にも様々な交通情勢の変化があり得る中で、その

時々の状況を的確に踏まえた取り組みを行います。

カ．地域が一体となった交通安全対策の推進 

安全で安心な交通環境を実現していくためには、行政、警察、学校、家庭、

職場、団体、企業等の協働により、本市における地域社会のニーズと交通情勢

の変化を踏まえつつ、地域に根差した交通安全の各種課題の解決に取り組んで

いくことが一層重要となります。 

地域住民の交通安全対策への関心を高め、交通事故の発生場所や発生形態な

ど事故特性に応じた対策を実施していくためには、インターネットや各種媒体

等を通じた交通事故情報の提供に努め、本市における安全で安心な交通社会の

形成に自らの問題として積極的に参加してもらうなど、地域が一体となった交

通安全対策を推進していきます。

キ．先進技術の活用推進 

運転者の不注意や、高齢運転者の身体機能等の低下に伴う交通事故防止の対

策として、衝突被害軽減ブレーキを始めとした先端技術の活用により、交通事

故が減少しています。セーフティサポートカーを取り入れた高齢者交通安全教

室等により、積極的に啓発活動を行います。 

また、今後も科学技術の進展があり得る中で、新たな技術を有効に活用しな

がら取り組みを推進していきます。 

２ ６つの柱                                

交通社会を構成する人間、車両等の交通機関及びそれらが活動する場として

の交通環境という三要素について、それら相互の関連を考慮し、

   ① 道路交通環境の整備

② 交通安全思想の普及徹底

③ 安全運転の確保

④ 道路交通秩序の維持

⑤ 救助・救急活動の充実

⑥ 被害者支援の推進

といった６つの柱により、交通安全対策を実施します。 
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第２節 講じようとする施策 

１ 道路交通環境の整備                       

これまで一定の成果を挙げてきた交通安全対策は、主として「車中心」の対策

であり、歩行者の視点からの道路整備や交通安全対策は依然として十分とはいえ

ず、また、生活道路への通過交通の流入等の問題も依然として深刻です。 

このため、地域の協力を得ながら、生活道路、通学路、市街地の幹線道路等に

おいて、「人」の視点に立った交通安全対策を推進します。 

（１）生活道路における交通安全対策の推進 

交通事故発生割合が高い生活道路において、道路標識・道路標示の高輝度化、

路側帯の設置・拡幅、歩車分離式信号など、歩行者や自転車が安心して移動でき

る通行空間の整備を、警察や道路管理者等と連携して推進します。 

（２）通学路における交通安全の確保 

通学路における交通安全を確保するため、「天草市通学路安全対策連絡協議会」

において、学校、教育委員会、ＰＴＡ、警察、行政、道路管理者等の関係機関が

協議を行い、ハード面・ソフト面から必要な対策を推進します。 

（３）ユニバーサルデザインの考え方による歩行空間等の整備 

高齢者や障がい者等を含めた全ての人が安全に安心して参加し活動できる社

会を実現するため、幅員や段差解消などユニバーサルデザインに配慮した歩道等

の整備を進め、歩行空間の安全性、快適性の向上を推進します。

（４）幹線道路における交通安全対策の推進 

本市は、観光地として休日等における車両流入が多く、市民以外の幹線道路利

用も多い状況です。特に、熊本都市圏と天草を結び、本渡市街地を縦断する国道

324 号は交通事故が集中して発生している路線となっています。そのため、これ

ら幹線道路について、事故データの客観的な分析及び事故原因の検証に基づく事

故抑止対策を、警察、道路管理者等と連携して推進します。 

（５）高齢者等の移動手段の確保 

急激な人口減少や高齢化が見込まれる中、自家用車を利用できない住民の移動

手段の確保を図る必要があります。特に交通不便地域に居住する高齢者や障がい

者、学生等の移動手段の確保が重要です。 

本市では、公共交通機関（路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー等）の

利用による移動手段の確保を基本として、公共交通を利用できない方については、

福祉有償運送や福祉タクシー、福祉バス等の外出支援策による移動手段の確保な

ど、福祉所管部門と連携した効率的・効果的な移動支援策に取り組みます。 

また、利用促進策として、公共交通機関を利用とした外出機会を増やすための
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「おでかけ促進事業」や、公共交通を身近なものとして捉え、親しみを持ってい

ただくことを目的とした「路線バス乗り方教室」などを開催します。 

今後も、「天草市地域公共交通網形成計画」に基づき、公共交通サービスの改

善を図るとともに、関係機関と連携しながら、地域の輸送資源の総動員による持

続可能な移動手段の確保・充実を図る取り組みを推進します。

２ 交通安全思想の普及徹底                     

交通安全教育は、自他の生命尊重という理念のもと、交通社会の一員としての

責任を自覚し、交通安全のルールを守る意識と交通マナーの向上に努め、相手の

立場を尊重し地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成するうえで、重要な意

義を有しています。

交通安全意識を向上させ交通マナーを身につけるためには、生涯にわたる学習

により、市民一人ひとりが、交通安全の確保を自らの課題として捉えるよう、意

識の改革を促すことが重要です。また、人優先の交通安全思想のもと、高齢者、

子供、障がい者等への思いやりの心を育むとともに、交通事故被害者等の痛みを

知り、交通事故の被害者にも加害者にもならない意識を育てることが重要です。 

このため、交通安全教育指針等を活用し、幼児から成人に至るまで、交通安全

教育講習員による心身の発達段階に応じた交通安全教育を行います。特に、高齢

化が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、他の世代

に対しても高齢者の特性を知り、高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導

を強化します。 

また、交通安全運動の実施に当たっては、交通情勢に即した事項を重点に設定

するとともに、運動の趣旨等について広く市民に周知し、市民参加型の運動を展

開します。 

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

ア．幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児に対する交通安全教育は、日常生活において安全に道路を通行するため

に必要な、基本的な交通ルールと交通マナーを習得させることを目標とします。

幼稚園・保育園等においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図

りながら、日常の教育・保育活動のあらゆる場面を捉えて交通安全教育を計画

的かつ継続的に行います。

イ．小学生に対する交通安全教育の推進 

小学生に対する交通安全教育は、歩行者及び自転車の利用者として必要な技

能と知識を習得させるとともに、道路及び交通の状況に応じて、安全に道路を

通行するための危険予測、危険回避能力を高めることを目標とします。

小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、

学校教育活動全体を通じて、安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、乗り物

の安全な利用、危険の予測と回避、道路の横断方法を始めとした交通ルールの

意味及び必要性等について、重点的に交通安全教育を実施します。 
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ウ．中学生に対する交通安全教育の推進 

中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、

特に自転車で安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得さ

せるとともに、道路を通行する場合は、思いやりを持って、自己の安全ばかり

でなく、他の人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とします。

中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携を図りながら、学校教

育活動全体を通じて、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回

避、標識等の意味、自転車事故における加害者の責任、応急手当等について、

重点的に交通安全教育を実施します。

エ．高校生に対する交通安全教育の推進 

高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、

特に二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために、

必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、交通社会の一員として交通ル

ールを遵守し、自他の生命を尊重するなど、責任を持って行動することができ

る健全な社会人を育成することを目標とします。

オ．成人に対する交通安全教育の推進 

成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点から、運転

者としての社会的責任の自覚、安全運転に必要な技能及び技術、特に危険予測・

回避能力の向上、交通事故被害者の心情等を通した交通事故の悲惨さに対する

理解及び交通安全意識・交通マナーの向上を目標とします。これらは、公安委

員会が行う各種講習、自動車学校等が受講者の特性に応じて行う運転者教育、

事業所の安全運転管理の一環として安全運転管理者等が行う交通安全教育を

中心として行います。

カ．高齢者に対する交通安全教育の推進

高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、 

交通行動や危険認識、交通ルール等の知識に差があることに 

留意しながら、加齢に伴う身体機能の変化が歩行者または 

運転者としての交通行動にどのように影響を及ぼすかを理解 

させるとともに、自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう必

要な実践的技能及び交通ルール等の知識を習得させることを目標とします。 

高齢運転者に対しては、自動車学校における高齢者講習の内容の充実に努め

るほか、警察、自動車学校、自動車販売店等との連携によるセーフティサポー

トカー、電動車いすを活用した実践的な参加体験型の高齢者交通安全教室を実

施します。 

運転免許証を持たないなど、交通安全教育を受ける機会が少ない高齢者や老

人クラブ未加入者については、世帯訪問活動による交通安全周知啓発を行いま

す。 

また、夕暮れ時や早朝に高齢者が事故に遭うケースが多いことから、「ひのく

にピカピカ運動」期間中において、反射材用品の無料配布による普及と着用の

啓発を図ります。    
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（２）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

ア．交通安全運動の推進 

市民一人ひとりに広く交通安全の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正

しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、市民自身による道路交通環境の

改善に向けた取り組みを推進するための市民運動として、交通関係機関・団体

を始め、地域・企業等が相互に連携した交通安全運動を組織的・継続的に展開

します。 

交通安全運動の実施に当たっては、時節や交通情勢に即した事項を重点に設

定するとともに、各種媒体の活用により、運動の趣旨、実施期間等について広

く市民に周知し、市民参加型の運動を展開します。 

イ．高齢者の交通事故防止対策の推進 

本市において、平成 30 年及び令和 2 年に発生した交通事故死者全てが高齢

者という状況であること、また、人口に占める 65 歳以上の割合が 40.9％（令

和 3 年 3 月末現在）に上昇していることから、今後も高齢化率の上昇及び高齢

者免許証保有者数の割合が増加すると考えられます。このことから、本市にお

いては、高齢者が当事者となる交通事故を防止することが、本市における交通

安全対策の最重要課題となっています。 

高齢者自身の交通事故に関する意識を高めるため、加齢に伴う身体機能の変

化が交通行動に及ぼす影響や交通事故実態等について、分かりやすい広報を行

います。他の年齢層に対しても、高齢者の特性を理解させるとともに、高齢運

転者標識（高齢者マーク）を取り付けた自動車や高齢の自転車利用者・歩行者

への保護意識を高めるよう努めます。 

ウ．横断歩行者の安全確保 

横断歩行者の安全確保のため、運転者に対しては横断歩道手前での減速義務

や横断歩道における歩行者優先義務を再認識させる必要があります。 

また、歩行者に対しては、「横断歩道を渡ること」「信号機のあるところでは

信号に従うこと」といった交通ルールの周知を図るとともに、 

運転者に対して横断する意思を明確に伝え、安全を確認して 

から横断を始め、横断中も周りに気を付けること等、歩行者が 

自らの安全を守るための交通行動を促す必要があります。 

そのため、運転者、歩行者及び全ての世代に対して、 

「横断歩道 止まって渡す『思いやり』キャンペーン」の 

周知啓発を図ります。 

エ．自転車の安全利用の推進 

「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、市・市

民が一体となり家庭、学校、職場において、それぞれの役割を果たしながら、

自転車の安全で適正な利用を促進することとしています。交通安全教育の面で

は、自転車乗車中の交通事故の防止や自転車の安全利用を促進するため、 
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「自転車安全利用五則」の活用による、歩行者や他の車両に配慮 

した通行等、自転車の交通ルールの遵守、マナー向上に関する 

普及啓発を強化します。特に、自転車の歩道通行時における 

ルールや、スマートフォン等の操作や画面を注視しながらの乗車、 

イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音が聞こえない状態 

での乗車の危険性等についての周知・徹底を図ります。 

さらに、自転車は、歩行者と衝突した場合には、加害者となる側面も有して

おり、交通に参加する者としての十分な自覚と責任が求められることから、そ

うした意識の啓発を図るとともに、自転車の定期的な点検整備及び加害者とな

った場合への備えとして、関係機関・団体と連携による、ＴＳマークや損害賠

償保険等の加入の促進に向けた啓発・情報提供を行います。 

オ．後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を深め、後部座席

を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底を図ります。 

後部座席のシートベルト非着用時の致死率は着用時と比較 

して各段に高くなるため、警察、関係機関・団体との協力の下、 

シートベルトコンビンサー（模擬衝突体験車）を活用した参加・ 

体験型の交通安全教育を推進するほか、あらゆる機会・媒体を 

通じて、着用徹底の啓発活動を展開します。 

カ．チャイルドシートの正しい使用の徹底 

チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について、理解を深めるた

めの広報啓発・指導を推進し、正しい使用の徹底を図ります。特に、比較的年

齢の高い幼児の保護者に対し、その取り組みを強化します。 

不適正使用時の致死率は、適正使用時と比較して各段に高くなることから、

チャイルドシートの使用効果及び使用方法について、幼稚園・保育園等と連携

した保護者に対する啓発・指導を推進します。 

また、市及び民間団体等が実施している貸し出し制度等を広く周知し、チャ

イルドシートを利用しやすい環境づくりを促進します。

キ．夕暮れ時と夜間の交通事故防止対策の推進 

夕暮れ時や夜間における交通事故を防止するため、 

歩行者や自転車利用者に対する反射材用品等の普及を 

図るとともに、自動車や自転車の前照灯の早め点灯や 

上向き点灯（対向車や先行車がいない状況における 

自動車のハイビームの活用）の励行とこまめな 

切り替えの促進、併せて無灯火運転防止を目的とした 

運動を推進します。 

このため、関係機関・団体等と連携して、「ひのくにピカピカ運動」期間中に

おける積極的な広報啓発と反射材用品の無料配布、また、反射材を用いた参加・

体験・実践型の交通安全教育を推進します。 
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ク．飲酒運転の根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動の推進 

飲酒運転は重大な交通事故を引き起こす要因となっていること 

から、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知 

するための交通安全教育、広報啓発活動を引き続き推進すると 

ともに、交通関係団体、酒類提供飲食店等と連携したハンドル 

キーパー運動の普及啓発や、運行管理者や安全運転管理者における 

アルコール検知器を活用した運行前検査の励行に努めます。 

家庭・地域・職場等における飲酒運転根絶の取り組みをさらに進め、「飲酒運

転を絶対にしない、させない」という市民の規範意識の確立を図ります。 

ケ．乗用型トラクターの事故防止

道路運送車両の基準緩和により、農耕作業用トラクター等について一定基準

の下で公道走行が可能となりました。それら乗用型トラクターの事故防止を図

るため、作業機を装着・けん引した状態で公道を走行する際の灯火器等の設置、

キャビン・フレームの装備、シートベルトの着用等について周知を行います。 

コ．地域における交通安全活動への参加・協働の推進 

交通安全は、地域住民等の安全意識により支えられている 

ことから、地域住民に留まらず、当該地域に関わりを有する 

通勤・通学者等も含め、交通社会の一員であるという当事者 

意識を持つよう意識改革を促すことが重要です。 

このため、交通安全思想の普及徹底に当たっては、行政、 

民間団体、企業等と住民が連携を密にした上で、それぞれの地域の実情に即し

た身近な活動を推進し、住民の参加・協働を積極的に進めます。

３ 安全運転の確保                         

安全運転を確保するためには、運転者の能力や資質の向上を図ることが必要で

あるため、運転者のみならず、これから運転免許を取得しようとする者までを含

めた運転者教育等の充実に努めます。特に、今後も増加することが予想される高

齢運転者に対する教育等の充実を図ります。 

運転者に対して、公安委員会が行う各種講習、自動車学校等が行う運転者教育、

安全運転管理者による交通安全教育、その他広報啓発等により、高齢者や障がい

者、子供を始めとする歩行者に対する保護意識の高揚を図ります。 

（１）運転者教育等の充実

ア．運転者への教育 

安全運転に必要な知識及び技能を身につけ、安全運転を実践できる運転者を

育成するには、運転者自らが安全に運転しようとする意識及び態度の向上が必

要です。

そのため、交通事故被害者等の手記等を活用した交通事故の悲惨さの理解を

深める教育、自らの身体機能の状況や健康状態について自覚を促す教育を実施

します。
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イ．高齢運転者対策の充実 

70 歳以上の運転免許更新時に義務化されている高齢者講習においては、運転

技能や認知機能検査の結果に着目したきめ細かな講習を実施し、効果的かつ効

率的な教育に努めます。 

また、年齢を重ねるに従って認知機能や運転技能の低下等により自動車の運

転に不安を感じている運転免許証保有者に対しては、高齢者交通安全教室等に

おいて運転免許証の自主返納を促すことや、運転経歴証明制度の周知などを図

ります。 

特に認知症が疑われる高齢運転者に対しては、地域の見守り 

活動等において近隣住民や家族からの情報提供を呼びかけ、 

警察、介護サービス事業者等と家族が連携を図り、 

運転免許証の自主返納を働きかけます。 

   また、自主返納しやすい環境づくりを進めるため、 

市・交通安全協会による運転経歴証明書の無料交付のほか、 

免許証自主返納者に対する支援についても、関係機関・部署と協議を行います。 

   さらに、高齢運転者自身の交通安全意識の向上と、周囲の運転者が高齢運転

者に配慮する運転を心掛けるため、高齢運転者標識（高齢者マーク）の積極的

な使用を促進します。 

４ 道路交通秩序の維持                       

交通ルール無視による交通事故を防止するためには、無謀運転や暴走行為対

策、交通指導取締りを通じ、道路交通秩序の維持を図る必要があります。 

   このため、死亡事故等重大事故に直結する悪質性、危険性、迷惑性の高い違

反に重点を置いた交通事故抑止に資する交通指導取り締まり並びに地域にお

ける安全意識向上による交通ルールとマナーの遵守を、警察・関係機関と連携

して推進します。 

（１）交通指導取締りの強化等 

歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路線等に 

おける重大事故の防止のため、街頭指導活動の強化と、交通事 

故に直結する悪質性・危険性の高い違反、市民から取締り要望 

が多い迷惑性の高い違反に重点を置いた効果的な交通指導取締 

りの強化を、警察・関係機関と連携して推進します。 

また、子供、高齢者、障がい者の保護の観点に立った交通指導取締りの強化

を推進し、通学路や生活道路における安全の確保に努めます。 

 自転車利用者による交通違反等に対しても、積極的な指導警告並びに悪質・

危険な交通違反に対する取締りの強化を推進します。 

免許証保有者数及び自主返納者数（65歳以上） 単位：人

H28 H29 H30 R1 R2

14,904 15,546 16,109 16,584 17,134

304 306 330 393 354

熊本県警察交通要覧及び交通安全協会資料より

天草・牛深警察署での受付数（免許センター含めず）

免許証保有者数

自主返納者数
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（２）暴走行為をさせないための環境整備 

暴走行為追放機運を高揚させるため、家庭、学校、職場、地域等において、

青少年に対する指導等を促進します。青少年の非行問題との関連性から、青少

年育成団体等との連携を図り、青少年の健全育成に努めます。 

（３）車両の不正改造の防止

暴走行為を助長するような車両の不正改造を防止するよう、また、保安基準

に適合しない部品等が不正な改造に使用されることがないよう、「不正改造車

を排除する運動」等を通じ、広報活動の推進に努めます。 

５ 救助・救急活動の充実                      

交通事故による負傷者の救命を図り、被害を最小限にとどめるには、道路上

の交通事故に即応できる救急医療機関、消防機関等の関係機関における緊密な

連携・協力関係の確保と、救助・救急体制及び救急医療体制の整備が重要です。 

特に、広大な市域を抱える本市において、重篤な救急患者に対応するために

は、ヘリコプターの機動性を活かした救急医療体制の充実と積極的な活用が必

要です。そのため、各関係機関との連携を進め多様な手段の確保によるヘリコ

プター救急搬送体制の整備を推進します。 

６ 被害者支援の推進                        

交通事故被害者等は、交通事故により多大な肉体的、精神的及び経済的打撃

を受けたり、又はかけがえのない生命を絶たれたりするなど、深い悲しみや辛

い体験をされており、このような交通事故被害者等を支援することは極めて重

要であることから、交通事故被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進

します。 

（１）交通事故相談活動の充実 

交通事故に関して様々な悩み事を抱える交通事故被害者及び加害者に対し

て、相談を受けられる機会を充実させるため、交通事故における損害賠償や示

談等の助言を行う交通事故相談所の業務について、各媒体を通じて周知を図り

ます。

（２）自転車利用者の損害賠償保険等への加入の促進 

近年、自転車と歩行者との事故など、自転車利用者が加害者となる事故が増

加傾向にあることから、「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条

例」が一部改正され、自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられることに

なりました。このことに基づき、自転車利用者等に対して、自転車事故による

被害者の救済に資する自転車損害賠償保険等への加入を促進します。 

また、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されたこと、 

自転車事故も自動車事故と同様の責任が生じることや、過去の 

賠償額の実態等について、各種媒体や交通安全教育等を通じて 

周知を図り、損害賠償保険等への加入の必要性について、 

市民の理解の増進に努めます。 


